
	愛媛県告示第１２２０号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第

１１０号。以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく

特定施設の構造等の変更の許可の申請があった。

なお、法第８条第３項において準用する法第５条第３項に

規定する書面は、愛媛県庁及び新宮村役場において告示の日

から３週間公衆の縦覧に供する。

平成１５年５月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

鹿島建設株式会社

東京都港区赤坂一丁目２番７号

代表取締役社長 梅田貞夫

２ 事業場の名称及び所在地

鹿島建設株式会社・株木建設株式会社高知自動車道（４

車線化）黒田トンネル工事共同企業体

宇摩郡新宮村馬立甲８７－２

３ 特定施設の種類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第

１第５５号

４ 変更しようとする事項の内容

汚染等の処理の方法並びに排出水の量の変更

５ 汚水等の処理施設に関する事項

濁水処理施設

６ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び

最大の値並びに汚水等の１日当たりの量

�１排水口

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社
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告 示

変 更 前 変 更 後

処 理 施 設 の 主 要 寸 法

縦１０．０メートル
横６．５メートル
高さ３．５２４メート
ル

縦２６．０メートル
横１１．５メートル
高さ３．５２４メート
ル

処 理 施 設 の 能 力 １時間当たり３０立
方メートル処理

１時間当たり６０立
方メートル処理

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処理前 処理後 処理前 処理後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常
１０．０～
１２．０
最大
１０．０～
１２．０

通常
６．５～８．５
最大

６．５～８．５

通常
１０．０～
１２．０
最大
１０．０～
１２．０

通常
６．５～８．５
最大

６．５～８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
５．０
最大
１０．０

通常
５．０
最大
１０．０

通常
５．０
最大
１０．０

通常
５．０
最大
１０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
２，５００
最大
３，０００

通常
２０
最大
２５

通常
１，０００
最大
１，５００

通常
２０
最大
２５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
２．０
最大
３．０

通常
２．０
最大
３．０

通常
２．０
最大
３．０

通常
２．０
最大
３．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
０．０４
最大
０．０５

通常
０．０４
最大
０．０５

通常
０．０４
最大
０．０５

通常
０．０４
最大
０．０５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
１８０
最大
３３０

通常
１８０
最大
３３０

通常
３３０
最大
１，１５０

通常
３３０
最大
１，１５０

汚水等の汚

染状態の値

項 目 変 更 前 変 更 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．５～８．５

最大 ６．５～８．５

通常 ６．５～８．５

最大 ６．５～８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５．０

最大 １０．０

通常 ５．０

最大 １０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２５

通常 ２０

最大 ２５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．０

最大 ３．０

通常 ２．０

最大 ３．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０４

最大 ０．０５

通常 ０．０４

最大 ０．０５

毎週（火・金）曜日発行 第１４６０号 平成１５年５月２７日

平成１５年５月２７日火曜日 第１４６０号

愛 媛 県 報

６１９
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	愛媛県告示第１２２１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、石手川北部土地改良区の定款の変更を認可した。

平成１５年５月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
	愛媛県告示第１２２２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、松山市祝谷土地改良区の定款の変更を認可した。

平成１５年５月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
	愛媛県告示第１２２３号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６

年法律第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１５年５月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

東予市楠乙３４７の３７、乙３４７の３９、乙３４７の４０、乙３４７

の４２

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

	愛媛県告示第１２２４号
家畜改良増殖法（昭和２５年法律第２０９号）第１８条及び第３２条の規定により、家畜人工授精師の免許証を次のとおり交付した

。

平成１５年５月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

	愛媛県告示第１２２５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年５月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

	愛媛県告示第１２２６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年５月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １８０

最大 ３３０

通常 ３３０

最大 １，１５０

免 許
番 号

免 許
年 月 日

家 畜
の

種 類
免 許
資 格 本 籍 地 現 住 所 氏 名

生 年 月 日

第１７７２号 平成１５年５月２７日 牛

家畜人工授精
並びに家畜体
内受精卵移植
及び家畜体外
受精卵移植の
業務

愛 媛 県 北宇和郡三間町大字元宗２９１番地 河 野 裕 喜
昭和５０年３月２４日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大下白潟線
越智郡関前村大字岡村甲７３８番２地先から

同大字甲８５２番３地先まで

旧 ３．９～４．８
４．０ ０．０４５

新 ３．９～４．８ ０．０４５

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４４１号
大洲市松尾１４４０番１２から

同市梅川４０７番３まで

旧 ３．８～１２．８ ０．３２０

新 １１．６～３６．８ ０．３２０

愛 媛 県 報平成１５年５月２７日 第１４６０号

６２０
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	愛媛県告示第１２２７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年５月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

	愛媛県告示第１２２８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年５月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

	愛媛県告示第１２２９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年５月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

	愛媛県告示第１２３０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年５月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

	愛媛県告示第１２３１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年５月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４４１号
大洲市松尾１４４０番１２から

同市梅川４０７番３まで
平成１５年５月２７日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 串中山線 喜多郡内子町石畳２１５４番２
旧 ５．２～９．２ ０．０１６

新 ６．５～９．３ ０．０１６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 串中山線 喜多郡内子町石畳２１５４番２ 平成１５年５月２７日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 肱川公園線
喜多郡肱川町大字予子林１８３２番１地先から

同大字１５９７番４まで

旧 １０．８～３０．８ ０．１２０

新 ４．７～３０．８ ０．１２０

愛 媛 県 報平成１５年５月２７日 第１４６０号

６２１
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	愛媛県告示第１２３２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局宇和土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年５月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

	愛媛県告示第１２３３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局宇和土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年５月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

	愛媛県告示第１２３４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年５月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

	愛媛県告示第１２３５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年５月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 肱川公園線
喜多郡肱川町大字予子林１８３２番１地先から

同大字１５９７番４まで
平成１５年５月２７日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７８号 東宇和郡明浜町大字田之浜乙５３３番８
旧 ７．０～７．５ ０．０１６

新 ８．０～１１．４ ０．０１６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７８号 東宇和郡明浜町大字田之浜乙５３３番８ 平成１５年５月２７日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宿毛津島線 北宇和郡津島町大字御内字道ノ川国有林２０林班ろ小班
地先

旧 ４．４～１０．６ ０．２０６

新 １４．０～２７．８ ０．２０３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宿毛津島線 北宇和郡津島町大字御内字道ノ川国有林２０林班ろ小班地先 平成１５年５月２７日

愛 媛 県 報平成１５年５月２７日 第１４６０号

６２２



公 告
	愛媛県告示第１２３６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定

に基づき、次のように都市計画を変更したいので、同条第２

項において準用する同法第１７条第１項の規定により、その都

市計画の変更の案を愛媛県庁及び松山市役所において告示の

日から２週間公衆の縦覧に供する。

平成１５年５月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

松山広域都市計画道路

１・４・１ 自動車専用松山外環状線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 なし

� 削除する部分 なし
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	愛媛県告示第１２３７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定

に基づき、次のように都市計画を変更したいので、同条第２

項において準用する同法第１７条第１項の規定により、その都

市計画の変更の案を愛媛県庁及び松山市役所において告示の

日から２週間公衆の縦覧に供する。

平成１５年５月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 松山市北井門町、市坪南三丁目、市坪

西町、出合及び余戸南二丁目

� 削除する部分 松山市来住町、今在家四丁目、北土居

町、北井門町、井門町、古川南三丁目

、古川西三丁目、市坪南三丁目、市坪

西町、出合並びに余戸南一丁目及び二

丁目
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	愛媛県告示第１２３８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定

に基づき、次のように都市計画を変更したいので、同条第２

項において準用する同法第１７条第１項の規定により、その都

市計画の変更の案を愛媛県庁及び松山市役所において告示の

日から２週間公衆の縦覧に供する。

平成１５年５月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

松山広域都市計画公園

６・６・１ 松山中央公園

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 松山市市坪西町

� 削除する部分 松山市市坪西町

	公 告

愛媛県保育士試験の実施について

児童福祉法施行令（昭和２３年政令第７４号）第１３条第１０項の

規定により、平成１５年愛媛県保育士試験を次のとおり実施す

る。

平成１５年５月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 試験期日

� 保育実習（実地）を除く科目の試験日

平成１５年８月７日（木）及び８月８日（金）

� 保育実習（実地）の試験日

平成１５年８月９日（土）及び８月１０日（日）

２ 試験場所

� 保育実習（実地）を除く科目の試験場

松山市持田町三丁目８番１５号

愛媛県総合社会福祉会館

� 保育実習（実地）の試験場

松山市御幸二丁目３番４１号

愛媛県立保育専門学校

３ 受験申請書の提出期間

平成１５年６月１６日（月）から同年６月２７日（金）まで。

ただし、郵送による場合は、同日までの消印のあるものは

、受け付ける。

４ 受験申請書の請求先及び提出先

松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県保健福祉部生きがい推進局子育て支援課

�������
	公 告

愛媛県立農業大学校入学試験の実施について

平成１６年度愛媛県立農業大学校入学試験を次のとおり実施

する。

平成１５年５月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入学試験の区分

養成部門及び専攻科

２ 入学試験の期日

� 養成部門

ア 一般入学試験

平成１６年１月２２日（木） 学科試験及び面接試験

イ 推薦入学試験

平成１５年１１月２０日（木） 学科試験及び面接試験

� 専攻科

平成１６年１月２１日（水） 学科試験及び面接試験

３ 入学試験の場所

松山市下伊台町１５５３番地

愛媛県立農業大学校

４ 募集人員、修業年限及び入学資格

� 養成部門

変 更 前 変 更 後

松山広域都市計画道路
３・１・３ 松山外環状線

松山広域都市計画道路
３・２・３ 来住余戸線

愛 媛 県 報平成１５年５月２７日 第１４６０号
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� 専攻科

５ 学科試験科目

� 養成部門

ア 一般入学試験

必須科目 国語�
選択科目 現代社会又は農業経営のうち１科目、数

学�又は農業基礎のうち１科目及び化学
�Ａ、化学�Ｂ、生物�Ａ又は生物�Ｂ
のうち１科目

イ 推薦入学試験

小論文

� 専攻科

ア 必須科目 農業経営

イ 選択科目 作物、園芸又は畜産のうち１科目

６ 入学願書受付期間

� 養成部門

ア 一般入学試験

平成１５年１２月１０日（水）から 平成１５年１２月２４日（

水）まで

イ 推薦入学試験

平成１５年１０月３１日（金）から 平成１５年１１月１２日（

水）まで

� 専攻科

平成１５年１２月１０日（水）から 平成１５年１２月２４日（水

）まで

� 郵送による場合は、養成部門及び専攻科とも当該受付

期間の締切日までの消印があるものは、受け付ける。

７ 受験手続

入学願書に次に掲げる書類等を添えて愛媛県立農業大学

校長に提出すること。ただし、�に掲げる書類は、出願し
ようとする年度（以下「出願年度」という。）又はその前

年度内に学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に基づく高等

学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は通常の課程に

よる１２年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程

によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。）及

び出願年度内にこれらの学校を卒業する見込みの者又はこ

れらの学校教育を修了する見込みの者にあっては、添える

ことを要しない。

� 最終学校の調査書

� 健康診断書（出願年度又はその前年度内に保健所又は

病院で診断を受けて作成したもの）

� 写真（出願前６箇月以内に正面から撮影した無帽の上

半身像で５センチメートル平方形のもの）

� 養成部門への推薦入学を希望する者にあっては、出身

高等学校の長の推薦書

� 専攻科の受験を希望する者にあっては、入学選考料と

して２，２００円の愛媛県収入証紙

８ その他入学試験の詳細については、愛媛県立農業大学校

に問い合わせること。

種 類 農産専攻 園芸専攻 果樹専攻 畜産専攻

修業年限 ２年 ２年 ２年 ２年

募集人員 各専攻合わせて１０人

入学資格

次のいずれかに該当する者
� 短期大学（学校教育法第６９条の２に規定する
大学をいう。）において農業に関する正規の課
程を修めて卒業した者

� 都道府県立農業講習所において農業に関する
正規の課程を修めて卒業した者

� 都道府県立農業者研修教育施設養成部門（農
林水産大臣と協議して設置されたものに限る。
）において農業に関する正規の課程を修めて卒
業した者

� �から�までに掲げるもののほか、知事がこ
れらの者と同等以上の学力を有すると認めた者

課 程 農産園芸課程 果樹園芸課程 畜産課程

コース
野菜複合コース

花き複合コース

かんきつコース

果樹複合コース

大中家畜コース

養鶏コース

修業年限 ２年 ２年 ２年

募集人員 ４０人 ３０人 １０人

入学資格 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第５６条第１項
の規定に該当する者

平成１５年５月２７日 印刷
平成１５年５月２７日 発行
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